
公募型プロポーザルの公告 

 

公募型プロポーザルにより業務委託者の選定を行いますので、次のとおり公告します。 

 

令和８年６月２６日 

 

橿原市長  亀 田  忠 彦 

 

詳細は、新橿原観光ガイドブック（日本語・外国語）作成業務公募型プロポーザル実施要領によるものとしま

す。 

実施要領、参加表明書等の書類については、橿原市ホームページ→しごと・産業→入札・契約→入札・監督

検査→橿原市入札・見積予報→プロポーザル案件【公募型】からダウンロードしていただけます。 

 

１ 公募型プロポーザル公告に付する事項 

 ◇ 業務委託名 

     新橿原観光ガイドブック（日本語・外国語）作成業務 

 ◇ 履行期間 

     契約締結の翌日から令和９年２月２６日まで  

◇ 契約内容 

    「新橿原観光ガイドブック（日本語・外国語）作成業務仕様書」のとおり 

◇ プロポーザルの目的 

実施要領を参照 

 

２ 提案資格 

本プロポーザルに参加しようとする者が、満たすべき要件（以下「提案資格」という。）は、次のとおりとする。 

◇ 観光ガイドブック制作等の業務実績を有する者であること。 

◇ 当該年度橿原市入札参加資格者名簿の「印刷」または「企画イベント」に登録されている者。 

◇ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号のいずれかに該当する者又は同条第２項各号のいずれ

かに該当したために競争入札に参加させないこととした者ではないこと。 

◇ 橿原市入札参加資格停止要綱（平成１４年橿原市告示第２０８号）による資格停止措置を受けていな

い者であること。 

◇ 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づく破産手続開始の申し立て、会社更生法（昭和２７年法

律第１７２号）の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規

定に基づく再生手続の開始の申立てをしていない者又は申立てがなされていない者であること。 

◇ 橿原市契約における暴力団排除に関する要綱（平成２４年橿原市告示第１７５号）に基づく入札参加資

格取消措置を受けていない者であること。 

 

３ 公募型プロポーザル実施要領等の交付期間等 

◇ 交付期間 

令和８年６月２６日（金）から令和８年７月３日（金）正午まで 

◇ 交付資料 

① 新橿原観光ガイドブック（日本語・外国語）作成業務公募型プロポーザル実施要領 

② 新橿原観光ガイドブック（日本語・外国語）作成業務仕様書 

③ 参加表明書 （様式第１号） 

④ 提出意思確認書（様式第４号） 



⑤ 質問票  

⑥ 企画提案書 （表紙：様式１２、以下実施要領のとおり） 

交付資料は、橿原市ホームページ→しごと・産業→入札・契約→入札・監督検査→橿原市入札・見

積予報→プロポーザル案件【公募型】からダウンロードできます。 

 

４ 本案件への参加方法 

本プロポーザル案件への参加を希望される場合は、実施要領等を確認の上、参加表明書を提出期限

までに提出して下さい。 

参加表明書の提出期間 

   令和８年６月２６日（金）から令和８年７月３日(金）正午まで 

※参加表明書を提出した者のうち、提案資格要件を満たしているものに対して提案資格確認結果通

知書を令和８年７月７日（火）にＦＡＸまたは電子メールにて通知します。また、提案資格要件を満た

していない者に対しては、その理由を通知します。 

 

５ 問い合わせ先 

〒６３４－８５８６ 橿原市八木町１丁目１番１８号 

     橿原市 魅力創造部 観光政策課  

     TEL：０７４４－２１－１１１５（直通） 

     FAX：０７４４－２１－４１１２ 

E-mail：kanko@city.kashihara.nara.jp 

mailto:kanko@city.kashihara.nara.jp

